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主旨 

「令和 3 年（受）第 342 号 原状回復等請求事件 令和４年６月１７日最高

裁第二小法廷判決（以下「小法廷判決」という。）は、『主文１，２，３，４，

５，６』について、いずれも棄却する」という判決について、双葉町民として

受け入れがたい判決である。 

 「本件原発事故は津波対策をしても防げなかった」ために国に責任は無いと、

多数意見をもって国の無罪を判示した。 

しかし、小法廷判決の判示について、事故現場を抱える地元の元双葉町長と

して、事実に照らすと、被告国の無罪判決内容は、原子力発電所を抱える、双

葉町の現場の実情から遠く乖離している。事後の言い訳の「津波対策をしても

事故は防げなかった」ということは、物理的実在しない空論を作文して、証拠

に基づかない不当な判示のためだと理解している。 

 

原告第１３準備書面（その２）に、原告が現場の実情を仔細に主張している。

判決に欠けているのは、事故の中心を意図的にはぐらかしていると判断できる。 

原告（双葉町長の任期において）には、あらゆる災害被害、妨害被害から双

葉町並びに町民の生命、身体及び財産を保護する責任を定められていた。 

この小法廷判決を認諾するこということは、原告が災害対応の行き詰まりを

指摘されて、町議会から不信任される理由が無かったということに繋がる。 

その他、国に責任が無いとなれば、事故後の政府の法外な対応の見直しが必

要になるだろう。 

 

Ⅰ－１ そもそも論  

そもそも、被告らの原子力発電所の安全とは、事故は起こらないということ

を立地地域に言い続けてきたのだから、いかなる事故を起こしてはならないの

である。 

被告らが長年言い続けてきた言葉に、何があっても発電所は運転を「止める」、

核燃料を「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」ので、放射能を外には出さな

いと原告（当時の双葉町長）や町民に語ってきたのだから、公約としてこれを
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認諾してきた歴史的経緯がある。 

上記の３条件を守れなかったのは、被告東京電力が津波・地震ごときで壊れ

るような原発を造り、これを被告国が検査で合格させ、運転をさせて来た結果

の因果応報である。 

何人もこの事実を覆すことは、発電所を抱える双葉町への更なる加害であっ

て、結果忌避や責任転嫁は決してできない。 

双葉町には原子力行政上の規制義務が存在しないので、防護対策の不作為を

問われることもなく、原告ら双葉町民は、事故による一切の苦役に苛まれるこ

とがあってはならない。 

 ただただ、東電との安全確保のために備えられた協定・協議・会議の実績・

約束（まとめて「公約」と呼ぶ）の責任を果たすことを求めるのみである。 
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Ⅰ―２．双葉町の言い分 
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 上記広報の出典は、㈶日本原子力文化振興財団資料であり、これを双葉町広

報誌「エネルギーのまちふたば」に引用したものである。 

この広報中には「原子力発電所の地震対策」の項において、「原子力発電所は、

いかなる地震でも事故を起こしたり放射性物質が環境に放出され安全性が損な

われることのないように建設されています。『敷地内で想定されるどんな地震力

に対しても、原子炉を安全に停止し、冷やし、放射性物質を閉じ込める機能が

十分に確保されるよう耐震性を持たせること』が原子力発電所の耐震設計の目

的です。」と記されていたことが分かる。 

ここに記されている内容に被告らは異議がないはずである。この時の双葉町

長は、現在の原告井戸川克隆であるので、他者を証人とする必要はないのであ

る。 

 したがって、２０２２（令和 4）年６月１７日最高裁第二小法廷判決は、現場

の事実を反映しない不当な判決であることがここに証明される。 
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Ⅰ―３. プルサーマル運転承認会議資料の問題について  

 保安院が福島第一原発３号機についてプルサーマル導入に伴う特別の安全評

価をしていたが津波の評価が先送りされていたこと。「原告第１３準備書面（そ

の２）第９ ３２～３７頁参照」 

１．本件事故直前で、この「公約」を示すのは、被告東電と被告国が提出し

た資料を審議するために平成２２年８月４日に開催された「平成２２年度第４

回福島県原子力発電所安全確保技術連絡会」において、福島県がプルサーマル

実施受入れに係る技術的３条件についての国の確認結果と、福島県から示され

た「経済産業省への確認事項」に対する国の説明を聞き、議論を精査した上で、

技術連絡会として審議経過等の取りまとめを行ったことです。審議の結果、プ

ルサーマル実施受入れに関して特段の問題となる事項は無く、技術連絡会とし

て「国、東京電力による技術的３条件に係る確認結果については、特に問題点

は確認されず、国、東京電力は適切に対応したものと判断する。」とする結論を

まとめたことが、当連絡会に出席した双葉町企画課長、原子力対策係長の復命

書によって証明される。（説明資料１） 

 

２．平成２２年度第４回福島県原子力発電所安全確保技術連絡会 

日時 平成２２年８月４日（水）１１時００分～ 

場所 福島市中町７－１７ ふくしま中町会館７階 大会議室 

  会議次第・・・・・  

  配布資料一覧・・・   （説明資料２） 

  出席者名簿・・・・ 

 

〇 Ⅳまとめ（２９頁）（説明資料３） 

国、東京電力による技術的３条件に係る確認結果については、以下のとおり

特に問題点は確認されず、国、東京電力は適切に対応したものと判断する。 

１ ３号機の耐震安全性 

東京電力は、設計段階における評価、旧耐震指針に基づく評価に加えて、新

耐震指針に基づく評価を実施し、具体的な根拠を示して主要施設の耐震安全性
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が確保されていることを明らかにするとともに、耐震裕度向上や新潟県中越沖

地震を踏まえた防災体制の強化に着実に取り組むなど、県民の安全を確保する

上で、特に問題点は確認されず、適切に対応したものと判断する。 

また、原子力安全・保安院は、東京電力による確認結果について、審議方針、

審議のポイント等を明示し、専門家による審議等を踏まえて確認作業を実施し

た結果、妥当と評価しており、適切に対応したものと判断する。 

 

２． ３号機の高経年化対策 

東京電力は、MOX 燃料採用に伴う経年劣化の影響について評価を実施し、具

体的な根拠を示して、機器等の健全性が確保されることを明らかにするととも

に、日常の不適合管理に基づく経年劣化対策の不断の改善、協力企業も含めた

人材育成・技術レベルの向上に着実に取り組むなど、県民の安全を確保する上

で、特に問題点は確認されず、適切に対応したものと判断する。 

また、原子力安全・保安院は、東京電力による確認結果について、審査経緯、

審査基準等を明示し、専門機関による検討、専門家による審議等を踏まえて確

認作業を実施した結果、妥当と評価しており、適切に対応したものと判断する。 

 

３． 長期保管 MOX 燃料の健全性 

 ―省略― 

 

〇 この時、国、東京電力から提示された「資料１－１福島第一原子力発電所

３号機の耐震安全性について（主要な施設の耐震安全性評価）平成２２年８月 

原子力安全・保安院」（説明資料４）において・・・スライド４には、大きな地

震があっても、発電所周辺に放射性物質の影響を及ばさない。安全上重要な「止

める」、「冷やす」、「閉じ込める」機能が確保されるよう設計。スライド６には、

原子力発電所の耐震安全性として、福島第一原子力発電所をはじめ全国の原子

力発電所については、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（昭和５

６年７月原子力安全委員会決定。いわゆる「旧耐震指針」）を踏まえ、耐震安全

性評価を行うとともに、原子力発電所の設置許可後に生じた地震から得られる
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科学的知見を踏まえ、耐震安全性についての確認を適宜行っており、原子力発

電所の耐震安全性は十分確保されている。スライド８には、耐震設計審査指針

の改訂に伴う対応が記されている。スライド９には、福島第一原子力発電所 3

号機の耐震安全性評価（中間評価）に係る対応が記されている。スライド１１

には、3 号機の評価に用いる基準地震動 Ss の図表があり、いずれも柏崎刈羽原

発の最大地震動が反映されていないことが解かる。スライド１２には、地震随

伴事象に対する考慮（周辺斜面、津波）と記されている。スライド１４には、

バックチェック結果の審議体制を明記されていて、地震・津波 WG が記されて

いるので、事故後に語っている「想定外」と言い逃れができない。スライド１

５には、原子炉を「止める」、「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」に係る安

全上重要な機能を有する次の主要な施設として図示されており、「止める」・制

御棒（挿入性）、・炉心支持構造物。「冷やす」・残留熱除去系ポンプ。・残留熱除

去系配管。「閉じ込める」・原子炉圧力容器、・主蒸気系配管、・原子炉格納容器、・

原子炉建屋と、殊更に「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」が、重要であるか

を示している。スライド１６には、審議のポイントを示している。この審議が

正確であれば、事故は起きなかった。スライド２０には、3 号機 耐震安全上重

要な機器・配管系の評価結果が記されており、耐震安全性が確保されると、原

子力安全・保安院は判断している。最後に、スライド２８には、福島第一原子

力発電所３号機の耐震安全性・・・以上のことから、原子力安全・保安院は、

新耐震指針に照らした基準地震動に対しても、福島第一原子力発電所３号機の

『止める』『冷やす』『閉じ込める』に係る安全上重要な機能を有する主要施設

の耐震安全性が確保されると判断した。と明記されていた。従って、双葉町は

安全であったはずである。 

 

〇「資料１－２耐震設計審査指針の改定に伴う 東京電力株式会社 福島第一

原子力発電所３号機 耐震安全性に係る評価について（主要な施設の耐震安全

性評価） 平成２２年７月２６日 原子力安全・保安院 の４．まとめ（施設

の耐震安全性評価の妥当性）（説明資料５）（２６頁） 
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 上記枠内の（１）、（２）、（３）のいずれも「耐震安全性が確保されるものと

判断した。」と原子力安全・保安院は明示している。しかし、原子力安全・保

安院は２００２年から津波地震について協議していたことを発電所周辺自治

体に隠し、東京電力株式会社福島第一原子力発電所は事故を起こさないものと

明記していた。 

 このように津波地震予測を隠しながら、「耐震安全性が確保されるものと判



10 

 

断した。」と騙されたために、双葉町は津波地震に対する予防・防災対策の備

えを欠いてしまった。 

これは、原子力発電所周辺の地方公共団体を騙すという犯罪と考えている。 

 

 

〇 福島第一原子力発電所 3 号機の耐震安全性について「添付資料―１」 

 平成 22 年 7 月 東京電力株式会社 （説明資料６） 

  「目次 

１． はじめに 

２． 中越沖地震時の観測データに基づく主要施設の概略評価 

３． 新耐震指針に照らした耐震安全性評価の基本方針 

４． 敷地周辺・敷地近傍・敷地の地質及び地質構造 

５． 基準地震動 Sｓの策定 

６． 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価 

７． 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価 

８． 地震対策の取り組み 

９． まとめ」 

 

  「《２－１頁》  

  ２．１ 対象施設 

  原子炉を『止める』、『冷やす』、放射性物質を『閉じ込める』に係る安全

上重要な機能を有する以下の主要な施設を対象とする。 

① 原子炉圧力容器 

② 炉心支持構造物 

③ 残留熱除去系ポンプ 

④ 残留熱除去系配管 

⑤ 主蒸気系配管 

⑥ 原子炉格納容器 

⑦ 原子炉建屋 
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⑧ 制御棒（挿入性） 

以上が柏崎刈羽原子力発電所原子炉建屋における観測地震動による福島

第一原子力発電所 3 号機の主要施設の機能維持への影響を検討する。また、

多度津工学試験所での耐震実証試験など、過去に実施された評価等から得ら

れる知見も必要に応じて活用する。」 

      

・「８．地震対策の取り組み 

  ８．１ 防災機能の強化 

  ８．１．１ 防災組織・体制の強化 

    原子力総合防災訓練の実施及び自衛消防隊による訓練が実施されて

いた。 

 ８．１．２ 防災設備の強化 

 ８．２ 耐震裕度向上の取り組み 

    変圧器基礎地盤の沈下対策、防油堤の油漏えい対策 

    斜面対策」 

 

  などの対策は当然のことで、本件事故防止対策には及んでいない。 

  反面、防護対策には欠かせない肝心の SBO 対策と、B.5.b 対策がおろそ 

かにされていたことが、本件事故発生によって判明した。 

 

・「９．まとめ 

  新耐震指針並びに最新知見に照らした各種調査・評価結果を踏まえ、『敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動』及び『震源を特定せず策定する地

震動』を考慮して、基準地震動 Ss を策定した。 

中越沖地震において柏崎刈羽原子力発電所で観測された地震波データを

用いた概略評価の結果、並びに基準地震動 Ss を用いて評価した結果、福島

第一原子力発電所 3 号機の原子炉を『止める』、『冷やす』、放射性物質を『閉

じ込める』に係る安全上重要な機能を有する主要な施設については、耐震安

全性が確保されていることを確認した。」 



12 

 

 

以上のようにこれらの文面を読むと、絶対原発事故は起きない・起こさな

いという内容になっている。双葉町に対して、被告東京電力は安全性を確保

したと、プルサーマル導入説明会議で、太鼓判を押していながら、事実と違

う策文で発電所周辺自治体を騙し、本件事故を招いたのであるから、重い過

失責任があることは明確である。 

 

Ⅱ. 津波問題 

 １． 気にしなければならない新聞記事 

  行政ルートでこの予測図は、双葉町役場へは通知されていない。 

  下記の津波浸水予測図を見ると、浸水域が明示されていて 1～４機の敷地に

は、ドライサイトコンセプトの考え方に該当していないことが証明されてい

る。 
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２. 双葉町津波避難計画策定（説明資料７）  

   この基礎調査は、双葉町が知らない間に、資源エネルギー庁から財団法

人 電源地域振興センターが請け負い、双葉町の津波地震発生時の避難の

際に活用するための基礎調査を行った報告書である。 

  

  しかし、２０１１年 3 月１１日の東日本大震災では、想定規模より巨大で 

あったためと、政府災害対策本部が機能しなかったために、本資料は役に立た

なかった。 

 

 



15 

 

 以下、枠内に記した文章は、本書から要点を抜き出したものである。 

 

 ここで、注目しなければならないのは、経済産業省資源エネルギー庁の委託

事業が、地震調査研究推進本部がいう長期評価を表示しているが報告内容には、

具体的な表示がない。 

 ということは、電源地域振興センターは虚偽文書作成し、双葉町はこれを製

本し甘受したことになり、町民に対し「ウソ」を示したことになる。 
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  上記の内容は、長期評価には触れていない。 

 

 

 ここで、津波対策の切迫性と地震防災対策の強化が求められていた。 
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  本件事故前には「双葉町災害史」を、うかつにも読んでいなかったが、上

記２．（１）のアンダーライン部が記載されているのか確認するために、事故

後に役場に求めた「双葉町災害史」を読んでみると、１頁に ５ 貞観十一

年（８６９年）大地震、家倒れ、人畜圧死、大津波と記されているが、本書

には被害記録は報告されていないと虚偽記載されている。 
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表Ⅱ.２－１ 既往災害一覧に、明治三陸地震の記載がないことは、悪質な作

為が感じられる。 

本表に記載のない明治三陸地震津波は、１８９６年６月１５日に発生し、マ

グニチュード 8.2―8.5 の巨大地震と３８.2ｍの大津波が発生していた。普通に

考えれば、これを見逃すことはあり得ないので、何かの意図が働いた可能性は

高い。 

 



20 

 

 

 上記（２）のメール通知サービスについては、本件事故発生時にどこからも

通知された記憶がない。 

 

 

 電源地域振興センターが作った「双葉町津波避難計画（案）」は、推進本部の

長期評価を防災対策の対象とせず、「双葉町災害史」掲載の貞観津波による双葉

町の災害状況も検討していないなど実情にそぐわず、まったく使うことは出来

ないものであった。長期評価の予測した津波地震が発生して本件事故が起きた

という結果から判断すると、策文（原告の造語：ある意図に基づき相手を惑わ

通知されなかった 
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せる目的に使う文章を策文と呼んでいる。）ではなかったのかと理解している。 

 

３．福島第一原子力発電所防波堤（消波提）の履歴 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地は大熊町と双葉町にまたがっ

ている。大熊町にある 1 号機から 4 号機並びに関連施設の地盤高は OP＋１０ｍ

上に建設されていたので、地震及び津波によって原子力発電所は大破した。 

 

上記写真は、「たびたち」福島第一原子力発電所のあゆみより引用 

１号機の基礎工事状況：海水面より基礎部が低いことが目視できる。 

 

 

     上記写真は、防波堤築造中のもの、手前には使用される 

テトラポットが映っている。 
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     上記写真は、手前に築造中の１～４号放水口、奥に、防波堤の 

    粗々な姿が映っている。この写真からは、どこがドライサイトかウエ

ットサイトなのか区別がつかない。 

 

 

   ＜上図は、インターネットから引用したもの＞ 

   防波堤の断面構造を示すのもので、外洋と港湾内の間には仕切り壁がな

く、捨石、巴型ブロック、テトラポット及び天端にコンクリートで舗装さ

れた構造が示されている。また、海底には、基礎がなく、捨石とコンクリ
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ートブロック及びコンクリート舗装等の重量で、外洋の波力を抑えるとい

う、砂上の楼閣と言うべき構造であることが示されている。 

   この構造から分かることは、福島第一原子力発電所には、当初から「防

潮堤」が存在していないということである。 

   ドライサイトコンセプトによれば、推進本部の長期評価への対応として、

敷地への浸水を防ぐための防潮堤が不可欠であったが、存在していなかっ

た。 

   原告は、「ドライサイトコンセプト」という言葉を裁判で知る前に、知

らされることもなく、様々な文献等でこの文字を見たこともなかった。 

 

４．津波問題 

 

上記６頁（７）に、令和 3 年（受）第３４２号損害賠償請求事件令和 4 年 6

月 17 日第二小法廷判決文に防潮堤、防波堤の構造物（以下「防潮堤等」とい

う。）と記されているが、東京電力福島第一原子力発電所構内には、防潮堤は

存在していないので、防潮堤という紛らわしい表現は削除すべきである。 

原告（双葉町）には、裁判を通して知った言葉のドライサイトコンセプト 

と言われても、福島第一原子力発電所の現場には合致しないので、ドライサイ

トコンセプトと言う意味を現場で確認することができない。 

原告の双葉町長就任前及び在任中一度も「ドライサイト」とか「コンセプト」

という報告文書並びに報告資料を被告らから提示されて、説明を受けた記憶が

ない。ドライサイトコンセプトの考慮・設計図は、全く伝えられていないので、

これも策文ではないのか理解している。 
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同 6 頁に、～防護措置等の適切な措置を講じなければならない旨規定されて

いる事が記されている。従って、東電設計報告や平成 20 年 9 月に第一原子力

発電所第二応接室で行われた秘密会議録を見ると、津波対策は不可避と必要性

を結論付けされていたが、経営者らの判断で必要性は止められた。 

双葉町等と東電で結んでいた「略称：安全確保協定」に従えば、これらの行

為は、当然、双葉町に報告されなければならなかった事案である。 

これらの報告が双葉町に提出されていれば、双葉町及び双葉町民の安全確保

のために、津波対策が完了するまで当然に発電所の運転を止めていた。 

 上記の規定違反及び安全確保協定違反によって本件事故に発展したことは、

被告東京電力及び被告国の不作為が、双葉町への裏切り、そして加害行為を行

ったことになる。 

この裏切りと加害行為に対して原告は決して許すことはできない。 

 

OP＋１３ｍ上の地盤上に双葉町側にある 5 号機と 6 号機が建設されており、

この二つの発電所は地震・津波の被害は軽微で原型を留めていることを、当判

決に語られていなければならないが、大事な事項を比較・考慮しない判決に信

ぴょう性は感じられない。 

 

原告は、双葉町長就任前に、度々、１～４号 PP ゲート内（放射線管理区域内）

と５～６PP ゲート内（放射線管理区域内）に入り、建屋内の A 区域内の給排水

等の修理を行っていたので、港湾の構造、配置を以前から知っていた。 

更に、福島県の水産種苗研究所並びに栽培漁業センターの海水取水施設及び
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送水、蓄養施設全体の工事、修繕、維持管理等全般の業務を委託されていた関

係で、２４時間３６５日保守・管理に関わっていた。この施設の断水の限界時

間は４時間以内とされていたので、夜間、休日の区別がなく、警報が鳴ればす

ぐ取水現場に駆けつけて、修復しなければならなかった。自然海水ポンプがあ

る場所は、４号機の東側の海岸線から沖に伸びた南消波堤上に有るために、海

水ポンプが止まると、運転再開のためにポンプ室まで消波提の脇を歩いていた。 

台風の時などは、ポンプ室にたどり着く前に、頭上で弧を描きながら飛ぶ波

の下を歩き、自然海水ポンプ室に行ったことがある。自然海水ポンプ室は波打

ち際から２００ｍくらい沖に有るので、消波堤の外側は完全に外海で、漁船が

操業できるくらいの深さは有った。 

このポンプ室のある場所は、消波堤の内側にあり、波が高い時などは捨て石

の隙間から海水が出たり、沈んだりしていて、海水を遮る防潮堤（壁）ではな

かった。 

 

数多ある裁判で、原発事故を津波主犯説にしているが、福島第一原発に、津

波を遮るドライサイトコンセプトを達成できる「防潮壁」が無かったことが、

事故を誘発させたのである。単純に津波と防潮堤等と語っているが、第一原発

の消波堤の構造を知らない者が想像の世界を語っている。 

 

福島第一原発の南堤は、海底に捨て石を敷き、その上にテトラポットを並べ、

更に捨て石を並べて固め、天端をコンクリートで平坦にしたものと理解してい

る。 

これは、自然海水ポンプ室の脇の消波堤の断面構造で確認していた。海が荒

れると、捨て石の隙間から波が出たり、入ったりしていたのをこの目で確認し

ている。 

従って、第一原発が津波に耐えられなかったのは、スカスカの置き石を並べ

た消波堤なので、壁の役目を果たさず寄せ波、引き波にも壊れることもなく、

現在まで原型を留めている姿が、防潮堤の役目を果たしていない実態を証明し

ている。   
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ドライサイトコンセプトという策文（原告の造語：ある目的をもって事実を

隠すために用いる文を言う。）で、仮想の説を建てて被告国の責任逃れをほう助

するために、判決文に使われているが、現場を知らない者がいう、物の原理に

反する判示に過ぎない。 

 

５．令和４年６月１７日「第二小法廷判決」について  

第二小法廷判決は、 第 1 の２（７）において、「津波により上記敷地が浸

水することが想定される場合には、防潮堤、防波堤等の構造物（以下「防潮

堤等」という。）を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止する

ことが対策の基本とされていた。」としている。そして、菅野裁判官の補足

意見において「敷地の高さや防潮堤、防波堤等により敷地の浸水を許さない

という考え方（いわゆるドライサイトコンセプト）」とドライサイトコンセ

プトの意味を示している。要するに、判決は、実在しないドライサイトコン

セプトを実在すると断じたのである。         

 これは、事実を曲解させ、直接現場を知らない国民を惑わせる不当な判決

である。従って、原告井戸川克隆は原発で町、町民の自治、生業、歴史と文

化の継承等を壊し、内心の自由を失意させた被害を、上記のような判決によ

り、更に深く事故を憎む心象を増大させたことに、強い怒りをここに証言す

る。 

 

結語 

  当、「小法廷判決」から判断すると、福島第一原子力発電所の事故では、 

 被害者がいるが、加害者が不存在ということになり、だれにも責任が科され

ないということになる。 

ということは、本件事故は既存法を滅失させ加害者がいない状態になり、全

ての既存法は使えなくなり、当然に原賠法、後付けの原子力損害賠償支援機構

法など作ることもできず、事故対処費用の臨時増税に付き合わされることがな

く、２０ミリシーベルトという帰還基準も、法治されない。このため、原子力

ムラと言われている原子力推進機関も不要とならなければならない。法外で無
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効力なのだから仕方がない。 

この当然に付け加えると、無法状態で事故後に作られた様々な法律も無効と 

しなければならない。  

  原子力関係法が滅失された状態になるということは、原子力行政は紐のな 

い風船のようになり、誰も規制に責任を持たなくなると解することができる。 

又、国民の意思が及ばない、この最高裁判決によって国民に義務と苦役を求 

めることはできない。 

  このような状態にした当判決によって、より一層、日本社会の秩序の崩壊 

が進み、大きな混乱が予想される。 

  当判決を悪いとする国民の数と、良いとする国民の割合は定かではないが、 

原告が本年 1 月 21 日、福島に帰ったとき、県民に当判決について尋ねると、 

ほとんどの人が、全く在り得ない誤った判決だと応えている。 

  そして裁判所を信頼すると応える県民に出会うことは無かった、これは 

由々しき事態で、裁判に正義を信頼しないことは、司法行政への信頼の失墜を 

意味している。 

 

〇 ここで第二小法廷判決の補足意見に対する反論をすると 

   被告東京電力が、「止める」「冷やす」「閉じ込める」という公約を守れず、

発電所周辺から遠く関東、東北一円を放射性物質で汚染させたことが、多

くの損害賠償請求裁判の主旨で、それにより発生させた被害・損害の回復

を提訴した原告たちが求めている。 

  規制義務当事者の被告国がこれに蓋をすることは絶対叶わず、自然法に逆

らい、訴追した国民の私権を奪い、内心の自由を滅失させることになり、更

に被害を倍加すると危惧させる判示である。 

   原告の内心の自由を尊重すれば、多数決をもって上告人を無罪とするこ

とには無理がある。 

   

   少数とされた三浦守裁判官の反対意見は、上告人らの実情を相当深く論

じられており、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の正確な歴史的経
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緯と証拠から多くの真理を導いており、原告井戸川克隆がかねてから主張

していることに差異は感じられない。 

 

   一方、菅野博之裁判官らの多数意見を見ると、本件事故後に考えられた

本件事故の責任を否定するために「空理・空論」を重ね、確たる証拠のな

い策文をもって、国民に責任を受忍させるための多数意見としている。こ

の多数意見には、かつて双葉町を管轄していた原告井戸川克隆が同調でき

る事由は何も見当たらず、本件事故前に「本件事故は避けられなかった」

という多数意見を聞けば、安全確保協定に基づき、原子力発電所の運転を

止めていたので「事故は防げた」ことに確実に導いている。 

したがって当判決について、事故現場を抱える発電所周辺自治体にとって、

多数意見を違法と判断する。 

 

  長期評価に関わる相当の情報を、原告（当時の双葉町長）に隠した当裁判 

の上告人たちは、その隠蔽に依拠する本件事故を招いた当人であるのに、何ら 

罪に当たらないという理由は、かつて JCO 臨界事故で企業には罰金、責任あ 

る社員には禁錮刑が科されていることに当てはめると、事故の大きさは日本全 

体におよび、地上並びに海域を汚染させ、人体に放射能を浴びせた行為等、傷 

害事件である本件事故当事者らが、無罪というあり得ない判決は認諾できない。 

                               終わり 


